
 
豊地交発第 1758 号 

令和７年１２月１０日 
  自   治   区   長  様 

豊田市地域活躍部  
地域交流課長 杉浦 智文  

 

令和８年度分交流館・西部コミュニティセンター利用調整申請について（通知） 
 

平素は、地域活動に御協力いただきありがとうございます。 
令和８年度に下記施設を利用する行事等がございましたら年間利用調整を実施いたしま

すので、「利用調整申請書兼調整結果通知書」の提出をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 対象施設   交流館（市内２８館）、西部コミュニティセンター 

 ※詳細は別紙「利用時間区分・部屋別定員数一覧表」参照。 
※本通知の対象に体育施設は含まれません。 

 
２ 提出書類   「交流館利用調整申請書兼調整結果通知書」 
         「西部コミュニティセンター利用調整申請書兼調整結果通知書」 

《申請要領》○申請書は、施設ごとに記入して下さい。 
○必要最小限の範囲で申請して下さい。 

 
３ 提出期限   令和８年１月２０日（火）必着 

 
４ 提 出 先    各施設へ提出してください（メール等利用可）。 
 
５ 調整結果通知 各施設から２月中に通知 
 
６ そ の 他 

（１）利用調整結果が届いたら内容に不備がないかの確認をお願いします。 
（２）申請後であっても、都合により利用日の変更をお願いする場合がありますので御了

承ください。 
（３）大規模な事業やイベントの開催日前後での準備、片付け等に伴う施設利用も利用調

整の対象となります。 
（４）施設の駐車スペースには限りがあります。予想される車の台数を考慮して計画して

ください。また、混雑する場合には誘導・整理などにあたってください。 
（５）施設の予約が不要になった場合は、速やかに施設に取消しの連絡をお願いします。 

 
【問合せ】地域活躍部地域交流課  

担当︓金沢・吉村 
電話︓34-6629（直通） 

No.１ 



 
「施設利用上の注意」 
利用の際には、下記の点に御注意下さい。 
 
１  利 用 日 時 を 確 定 し て 申 請 し て く だ さ い （ キ ャ ン セ ル は 原 則 禁 止 ）。  

 
・やむなく日時を変更する必要が生じた場合は、早めに各施設へお申し出ください。 

 
２  利 用 時 間 は 守 っ て く だ さ い 。  

 
・準備や片付けも利用時間の中で行ってください。 

 
３  開 催 通 知 や 広 報 は 的 確 に 行 っ て く だ さ い 。  

 
・参加者に送る通知文には、開催日時や曜日等を正確に記載してください。 

 
４  必 要 備 品 に つ い て 確 認 し て く だ さ い 。  

 
・各部 屋に よっ て 、貸し 出し 備品 が 違いま す。  
・備品 を借 用す る 場合は 、事 前に 確 認の上 、予 約を お 願いし ます 。  

 
５  関 係 者 は 早 め に 到 着 し 、 参 加 者 対 応 を し て く だ さ い 。  

 
・関係 者が 到着 す るのが 開始 時間 直 前にな ると 、講 師 駐車場 の確 保、  

室温調 整、 参加 者 への対 応な どで 、 混乱す る恐 れが あ ります 。  
 

適 正 な 施 設 運 営 に 御 協 力 を お 願 い し ま す 。  
 

 
 
 



施 設 一 覧 
施 設 名 住   所 電話番号 

逢妻交流館 田町３－２０ ３４－３２２０ 
旭交流館 小渡町船戸１５－１ ６８－２２１５ 
朝日丘交流館 御幸町１－８０ ３４－１５６１ 
足助交流館 足助町蔵ノ前１６ ６２－１２５１ 
井郷交流館 四郷町東畑７０－１ ４５－４８０７ 
石野交流館 力石町深田５７－２ ４２－１７１１ 
稲武交流館 稲武町竹ノ下１－１ ８３－１００７ 
梅坪台交流館 梅坪町１－１５ ３１－０４０２ 
小原交流館 永太郎町落６８１－１ ６５－３７１１ 
上郷交流館 上郷町５－１－１ ２１－１８８１ 
猿投北交流館 加納町西股６７ ４５－５４８０ 
猿投台交流館 青木町２－５６－２６ ４５－２８３８ 
下山交流館 大沼町越田和３７－１ ９１－１６５０ 
浄水交流館 大清水町大清水１２－１ ４２－５９２０ 
末野原交流館 豊栄町１１－３６－１ ２６－６２００ 
崇化館交流館 昭和町２－４６ ３３－０７５０ 
高橋交流館 高橋町３－１００－１ ８８－４８８７ 
藤岡交流館 藤岡飯野町田中２４５ ７６－１６１２ 
藤岡南交流館 西中山町後田９６－１ ７５－１７０７ 
豊南交流館 水源町１－１１ ２７－２８６６ 
保見交流館 保見町四反田１２１－１ ４８－３４０３ 
前林交流館 前林町行田２９ ５２－５４７４ 
益富交流館 志賀町稔台３０ ８０－３５２０ 
松平交流館 九久平町寺前１６ ５８－００７３ 
美里交流館 美里４－９－６ ８０－１６９７ 
竜神交流館 竜神町新生１１５－２ ２９－１８１９ 
若園交流館 花園町脇ノ田８－５ ５３－００２８ 
若林交流館 若林東町沖田１２４ ５２－３８５８ 
西部コミュニティセン
ター 本新町７－５０－３ ３６－３００１ 
 



利用時間区分・部屋別定員数一覧表 
１ 交流館 
（１） 利用時間区分  
 

ア １時間単位（１２利用時間区分）で利用 
【全室１時間単位】 

旭交流館、稲武交流館、梅坪台交流館（※Ｒ8.4.1〜全室１時間単位に変更予定）、 
小原交流館、猿投北交流館、猿投台交流館、下山交流館、浄水交流館、 
高橋交流館、藤岡交流館、藤岡南交流館、保見交流館、益富交流館、 
松平交流館（※Ｒ8.4.1〜全室１時間単位に変更予定）、若園交流館  

【特定の部屋のみ１時間単位】 
逢妻交流館（多目的ホール、調理実習室） 
井郷交流館（大会議室、調理実習室、第２研修室） 
石野交流館（小会議室、調理実習室） 
前林交流館（調理実習室） 
美里交流館（大会議室） 

 
イ ３時間単位（４利用時間区分）で利用 

   ア以外の交流館 
A 区分  9:00〜12:00 B 区分 12:00〜15:00 
C 区分  15:00〜18:00 D 区分 18:00〜21:00 

 
（２）交流館施設内容 

【部屋の収容人数について（R7.11 現在）】 

交流館名 施設内容（部屋名のあとの数字は定員） 

逢 妻 交 流 館  
℡ 34-3220 

多目的ホール(200) 大会議室(78) 中会議室(42) 小会議室(21)  
調理実習室(16) 和室(31) 工芸室(16) 

旭 交 流 館 
（旭支所） 
℡ 68-2215 

第１大会議室(100) 第２大会議室(60) 視聴覚室(12) 第１中会議室(30) 
第２中会議室(26) 小会議室(18)  第１和室(15) 第２和室(15)  
第３和室(15) 団体室(15) 調理実習室(15) 

朝日丘交流館 
℡ 34-1561 

多目的ホール※(221) １１会議室(24) １２会議室(16) ２１会議室(48) 
２２会議室(24) ２３会議室(12) 工芸室(16) 調理実習室(24) 和室(35)
※多目的ホールは１／２利用可能 

足 助 交 流 館 
℡ 62-1251 

ホール(359) 視聴覚室(72) 多目的室 (39) 蛍雪館(51) 巴工房(30)  
光梅の間(22) 香楓庵(20) 小会議室(12) 

井 郷 交 流 館 
（猿投コミュニ
ティセンター） 
℡ 45-4807 

大会議室(150) 第１研修室(50) 第２研修室(15) 第３研修室(42)  
第４研修室(24) 会議室(25) 実習室(25) 調理実習室(24) 和室(20) 



石 野 交 流 館  
（石野出張所） 
℡ 42-1711 

多目的ホール(110) 大会議室(36) 中会議室(30) 小会議室(24) 工芸室
(24) 調理実習室(24) 和室(24) 

稲 武 交 流 館  
（ 稲 武 支 所 ） 

℡ 83-1007 

多目的ホール(100)  小ホール(60)  会議室(20※)   
第１研修室(33)  第２研修室(66)  和室(10)  
※椅子のみの場合48 

梅坪台交流館 
℡ 31-0402 

多目的ホール(200) 大会議室(120) 中会議室(38) 第１小会議室(24)  
第２小会議室(24) 工作室(18) 調理実習室(24) 和室(24)  

小 原 交 流 館  
℡ 65-3711 

ホール(327) ふれあいほーる(250) 視聴覚室(40) 会議室(18)  
研修室１※(20) 研修室２※(20) 研修室３(20) 研修室４(和室︓20)  
控室１(5) 控室２(5) 控室３(5) 調理実習室(25) 
※研修室 1 と研修室 2 は同時利用可能 

上 郷 交 流 館  
(上郷コミュニ
ティセンター) 
℡ 21-1881 

ふれあいホール(400) 多目的室(50) 第１研修室(42) 第２研修室(36) 
第３研修室(24) 学習室(34) 実習室(24) 調理実習室(30) 第１和室(15) 
第２和室(15) 第３和室(15)  

猿投北交流館 
℡ 45-5480 

多目的ホール(154) 大会議室(38) 中会議室(30) 小会議室(20)  
工芸室(16) 調理実習室(24) 和室(20)  

猿投台交流館 
℡ 45-2838 

多目的ホール(200) 中会議室(36) 小会議室(18) 研修室(18)  
工作室(16) 調理実習室(20) 和室(20)  

下 山 交 流 館  
（ 下 山 支 所 ） 

℡ 91-1650 
多目的ルーム(90) 視聴覚室(80) １１会議室(80) １２会議室(24)  
１３会議室(30) １４会議室（10） ２１会議室(10) 

浄水交流館 
℡ 42-5920 

大会議室1(40) 大会議室2(40) 小会議室(21) 実習室(18) 和室(20)  
※学校との共有部分（多目的ホール、調理実習室等）は利用調整不可 

末野原交流館 
℡ 26-6200 

多目的ホール(330) 大会議室(97) 第１中会議室(30) 第２中会議室(25) 
第１小会議室(24) 第２小会議室(20) 工芸室(16) 調理実習室(20)  
和室(25) 

崇化館交流館 
℡ 33-0750 

大会議室(150) 第１会議室(25) 第２会議室(85)  第３会議室(18)   
第４会議室(16) 第１研修室(36) 第２研修室(20) 第３研修室(55)  
視聴覚室(28) 工芸室(32）音楽室(50) 調理実習室(30) 第１和室(22)  
第２和室(10) 

高 橋 交 流 館 
℡ 88-4887 

多目的ホール(284) 大会議室(54) 中会議室(30) 小会議室(24)  
工芸室(16) 調理実習室(24) 和室(20)  

藤 岡 交 流 館  
（ 藤 岡 支 所 ） 

℡ 76-1612 
多目的ホール(200) ふじおかホール(90) 大会議室(81) 中会議室(42) 
小会議室(20) 工芸陶芸室(20) 調理室(24) 和室(20) 

藤岡南交流館 
℡ 75-1707 

多目的ホール(176) 大会議室(53) 小会議室１(15) 小会議室２(16) 
小会議室３(23) 和室(32) 



豊 南 交 流 館 
℡ 27-2866 

多目的ホール(337) 大会議室※(73) 第１中会議室(35) 第２中会議室
(31) 小会議室(25) 工芸室(36) 調理実習室(30) 和室※(30)  
※和室、大会議室は１／２利用可能 

保 見 交 流 館 
（保見出張所） 
℡ 48-3403 

多目的ホール(240) 大会議室(90) 中会議室(30) 小会議室(24)  
研修室(20) 調理実習室(24) 工芸室(24) 和室(32)  

前 林 交 流 館 
℡ 52-5474 

多目的ホール(252) 大会議室(63) 中会議室(36) 小会議室１(12)  
小会議室２(18) 調理実習室(24) 工芸室（20) 和室(30)   

益 富 交 流 館 
℡ 80-3520 

多目的ホール(254) 大会議室(160) 中会議室(45) 第１小会議室(18)  
第２小会議室(18) 工芸室(24) 調理実習室(20) 和室(20) 

松 平 交 流 館 
（松平コミュニ
ティセンター） 
℡ 58-0073 

大会議室(250) 中会議室(30) 第１研修室(24) 第２研修室(24)  
第３研修室(18) 実習室(36) 調理実習室(25) 和室(20)  

美 里 交 流 館 
℡ 80-1697 

多目的ホール(252) 大会議室※(90) 中会議室(45) 小会議室(24)  
第１会議室(16) 工芸室(16) 調理実習室(24) 和室(36) 
※大会議室は１／２利用可能 

竜 神 交 流 館 
℡ 29-1819 

多目的ホール(285) 大会議室(81) １１会議室(30※) １２会議室(30) 
２１会議室(30) 調理実習室(24) 工芸室(16) 和室(32)  
※円卓形式の利用の場合20 

若 園 交 流 館 
℡ 53-0028 

多目的ホール(195) 大会議室(63) 中会議室(24) 小会議室１(18)  
小会議室２(18) 和室(30) 調理実習室(20) 茶室(10) 
※学校との共有部分（金工室、木工室）は利用調整不可 

若 林 交 流 館 
℡ 52-3858 

多目的ホール(258) 大会議室(82) 中会議室(36) 小会議室(27)  
工芸室(25) 調理実習室(25) 和室(24)  

  
 【足助・小原交流館ホール（舞台設備と固定席を備えた大規模ホール）の利用調整】 

１２か月先の月の利用について、毎月２０日までに申請を行います。利用日の７か月前の月末ま
でに利用許可申請書の提出が必要となります。年間利用調整以降は、利用が確定した時点で随時利
用許可申請書を提出して下さい。 

 
※大規模事業やイベント等で「多目的ホール」を使用する場合は、その準備等に要する期間や必要

な施設も利用調整できますので忘れずに申請してください。 
 （ただし、必要最小限で適切な利用調整申請に努めてください。） 



 
２ 西部コミュニティセンター 
 
（１）利用時間区分 

A 区分 
9:00〜12:00 

B 区分 
12:00〜15:00 

C 区分 
15:00〜18:00 

D 区分 
18:00〜21:00 

 
（２）施設内容 

施設名 施設内容     (部屋名のあとの数字は定員) 
西部コミュニティ

センター 
℡ 36-3001 

 多目的ホール (450)  学習室 (30) 調理実習室 (25) 
 研修室(30)  会議室（30） 和室１、２ 

 
３ その他 
 

部屋の定員数は R7.11 現在の情報です。 


